
・同意案件

案件番号 敷地の所在 建築物の用途 適用条文

1 袖ケ浦市 物置（工場） 法第43条第2項第2号

2 八街市 一戸建ての住宅 法第43条第2項第2号

3 匝瑳市 物置（一戸建ての住宅） 法第43条第2項第2号

4 印旛郡栄町 バスの停留所の上屋 法第44条第1項第2号

令和元年度第４回千葉県建築審査会　議事案件

ホテルプラザ菜の花　４階「羽衣」　　

令和元年１１月１１日（月）　　

　会議資料については情報公開条例第８条の規定による不開示情報を含むため提供できません。案件
の概要は以下のとおりです。


